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市川市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
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市川市条例第  号 

市川市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例 

市川市敬老祝金支給条例（平成９年条例第５号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第１号中「８０歳、」及び「、９９歳」を削る。 

 第３条を次のように改める。 

 （支給額及び支給月） 

第３条 敬老祝金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定

める額とし、敬老祝金の支給月は、その年の９月とする。 

 ⑴ ８８歳になる者 ２０,０００円 

 ⑵ １００歳になる者 ５０,０００円 

 ⑶ １０１歳以上の者 １０,０００円 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 



理  由 

 

  平均寿命の延伸等を踏まえ敬老祝金の支給要件を見直すほか、所要の改正

を行う必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 

 


